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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自動分析装置の廃棄物収容能力を改善する、新
しい方法、分析装置およびシステムを提供する。
【解決手段】移送機構１がパーキング位置６を備え、グ
リッパ１０が固体廃棄物２をパーキング位置に載置する
ことができ、固体廃棄物２をパーキング位置６に載置す
るのに例えばコンベアなどの他の機構も考えられ、コン
ベアがモータ１５によって駆動される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動分析装置内で固体廃棄物を廃棄物ビンの中に落下させるための方法であって、
　前記固体廃棄物を前記廃棄物ビンまで移送するための移送機構を提供するステップであ
って、前記移送機構がスライダを備える摺動機構を備え、前記スライダが前記固体廃棄物
を前記廃棄物ビンの中に押し込むように構成され、前記摺動機構がその端部に傾斜部分を
さらに備え、前記傾斜部分が、前記廃棄物ビンの上で前記廃棄物ビンの中に延長可能であ
り、前記傾斜部分が少なくとも部分的に可撓性材料で作られる、ステップと、
　前記移送機構に関連付けられたパーキング位置に固体廃棄物を配置するステップであっ
て、前記パーキング位置が前記スライダと前記移送機構の開口部との間に位置し、前記移
送機構の前記開口部が前記廃棄物ビンに近接する、ステップと、
　前記固体廃棄物が前記延長可能な傾斜部分上を滑走して前記廃棄物ビンの中に入るまで
、前記スライダを用いて前記固体廃棄物を前記延長可能な傾斜部分に沿って前記廃棄物ビ
ンの方に押し込むステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記延長可能な傾斜部分が、摺動経路に沿って詰まった固体廃棄物を検出するための触
覚センサとして構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記延長可能な傾斜部分が、前記廃棄物ビン内部の積重ねの頂部の上に存在する固体廃
棄物を前記廃棄物ビン内部の別の場所まで移動させるように構成される、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記延長可能な傾斜部分が詰まった固体廃棄物を検出するように構成される、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記自動分析装置がコンピュータ制御装置およびスクリーンを備え、前記コンピュータ
制御装置が、積重ねの頂部の上の固体廃棄物が前記廃棄物ビン内の別の場所まで移動させ
られ得ない場合に警告メッセージを発するように構成される、請求項１から４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６】
　固体廃棄物を受けるように構成された廃棄物ビンを備える自動分析装置であって、前記
固体廃棄物を前記廃棄物ビンまで移送するための移送機構を備え、前記移送機構が、スラ
イダを備える摺動機構を備え、前記スライダが、前記固体廃棄物を前記廃棄物ビンの中に
押し込むように構成され、前記摺動機構がその端部に傾斜部分をさらに備え、前記傾斜部
分が、前記廃棄物ビンの上で前記廃棄物ビンの中に延長可能であり、前記傾斜部分が少な
くとも部分的に可撓性材料で作られる、自動分析装置。
【請求項７】
　前記傾斜部分に機能的に結合され、前記廃棄物ビン内部の積み重ねられた固体廃棄物の
高さを監視するように構成されたセンサシステムをさらに備える、請求項６に記載の自動
分析装置。
【請求項８】
　前記固体廃棄物が消耗品を含む、請求項６または７に記載の自動分析装置。
【請求項９】
　前記消耗品が、チップラック、マルチウェルプレート、試薬容器のうちの少なくとも１
つを含む、請求項８に記載の自動分析装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載の自動分析装置と、コンピュータ制御装置とを備えるシステムであって
、前記コンピュータ制御装置が、固体廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込むように、および
積重ねの頂部の上に固体廃棄物が存在するかどうかを感知するように、および前記固体廃
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棄物を前記廃棄物ビンの別の場所まで押し込むように、構成され、前記コンピュータ制御
装置が、積重ねの頂部の上にある固体廃棄物が前記廃棄物ビン内の別の場所まで移動させ
られ得ない場合にスクリーンに警告メッセージを発するようにさらに構成される、システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動分析装置内の使用された固体廃棄物の除去に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置は、自動分析アッセイ（ａｕｔｏｍａｔｅｄ　ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　ａ
ｓｓａｙ）を実施するために、例えば、マルチウェルプレート、チップラック、試薬カセ
ット、および／または、他の種類の固体容器などの、様々な種類の消耗品を使用する。消
耗品または容器を必要とするアッセイステップが実施されてその消耗品または容器がそれ
以上必要ではなくなると、消耗品または容器は、通常、固体廃棄物として廃棄物コンパー
トメント（ｗａｓｔｅ　ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）または廃棄物ビン（ｗａｓｔｅ　ｂｉ
ｎ）に移送される。固体廃棄物は廃棄物コンパートメントまたは廃棄物ビン内で蓄積され
る。コンパートメントまたは廃棄物ビンが満杯になると、オペレータがコンパートメント
を空にするかまたは廃棄物ビンを除去する必要があり、さらに、廃棄物ビンを空の廃棄物
ビンと交換するか、または、廃棄物ビンを空にしてその廃棄物ビンを分析装置に戻すかの
いずれかを行う必要がある。廃棄物収容能力が、しばしば、廃棄物を除去するまでに分析
装置により実施することができる試験の最大数を決定する。
【０００３】
　米国特許出願第２０１３００６５７９７号では、廃棄物ビンの充填のレベルがカメラを
使用して監視される。廃棄物ビンドロワ（ｗａｓｔｅ　ｂｉｎ　ｄｒａｗｅｒ）が空にな
るたびに固体廃棄物ビンが開けられ得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１３／００６５７９７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、自動分析装置の廃棄物収容能力を改善する、新しい方法、分析装置およびシ
ステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
一般的な説明
　本発明は、自動分析装置内で固体廃棄物を廃棄物ビンの中に落下させるための方法に関
する。この方法が、上記固体廃棄物を上記廃棄物ビンまで移送するための移送機構を提供
するステップを含む。移送機構がスライダを備える摺動機構を備え、上記スライダが固体
廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込むように構成される。摺動機構がその端部に傾斜部分（
ｒａｍｐ）をさらに備え、ここでは、上記傾斜部分が、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中
に延長可能であり、少なくとも部分的に可撓性である。この方法が移送機構に関連付けら
れたパーキング位置に固体廃棄物を配置するステップをさらに含み、ここでは、上記パー
キング位置がスライダと移送機構の開口部との間に位置し、移送機構の上記開口部が廃棄
物ビンに近接する。さらに、この方法が、上記固体廃棄物が延長可能な傾斜部分上を滑走
して廃棄物ビンの中に入るまで、上記スライダを用いて上記固体廃棄物を延長可能な傾斜
部分に沿って廃棄物ビンの方に押し込むステップを含む。
【０００７】
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　本発明はまた、廃棄物ビンを備える自動分析装置に関し、上記廃棄物ビンが固体廃棄物
を受けるように構成され、ここでは、上記分析装置が、上記固体廃棄物を上記廃棄物ビン
まで移送するための移送機構を備え、上記移送機構が、スライダを備える摺動機構を備え
、上記スライダが、固体廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込むように構成され、上記摺動機
構がその端部に傾斜部分をさらに備え、ここでは、上記傾斜部分が、廃棄物ビンの上で廃
棄物ビンの中に延長可能であり、少なくとも部分的に可撓性である。
【０００８】
　本発明はまた、本明細書で説明される自動分析装置と、コンピュータ制御装置とを備え
るシステムに関する。コンピュータ制御装置が、固体廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込む
ように、および積重ねの頂部の上に固体廃棄物が存在するかどうかを感知するように、お
よび上記固体廃棄物を廃棄物ビンの別の場所まで押し込むように、構成される。コンピュ
ータ制御装置が、積重ねの頂部の上にある固体廃棄物が廃棄物ビン内の別の場所まで移動
させられ得ない場合にスクリーンに警告メッセージを発するようにさらに構成される。
詳細な説明
　本発明は、自動分析装置内で固体廃棄物を廃棄物ビンの中に落下させるための方法に関
する。この方法が、上記固体廃棄物を上記廃棄物ビンまで移送するための移送機構を提供
するステップを含む。移送機構がスライダを備える摺動機構を備え、上記スライダが固体
廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込むように構成される。摺動機構がその端部に傾斜部分を
さらに備え、ここでは、上記傾斜部分が、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延長可能で
あり、少なくとも部分的に可撓性である。この方法が移送機構に関連付けられたパーキン
グ位置に固体廃棄物を配置するステップをさらに含み、ここでは、上記パーキング位置が
スライダと移送機構の開口部との間に位置し、移送機構の上記開口部が廃棄物ビンに近接
する。さらに、この方法が、上記固体廃棄物が延長可能な傾斜部分上を滑走して廃棄物ビ
ンの中に入るまで、上記スライダを用いて上記固体廃棄物を延長可能な傾斜部分に沿って
廃棄物ビンの方に押し込むステップを含む。
【０００９】
　一実施形態では、傾斜部分が、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に曲線（ｂｅｎｔ　ｃ
ｕｒｖｅ）に沿って延長可能であり、傾斜部分が少なくとも部分的に可撓性材料で作られ
る。
【００１０】
　「固体廃棄物」という用語は分析システムまたは分析器具で使用される固体パーツに関
連し、これは使用後に自動分析装置から除去される必要がある。特定の一実施形態では、
固体廃棄物には消耗品が含まれる。本明細書で使用される「消耗品」という用語が固体の
消耗品のみを意味し、分析デバイスで使用される試薬など他の種類の物質を意味しないこ
とを理解されたい。このような消耗品には、限定しないが、使用されたピペットチップを
有するピペットチップラック、使用されたシングルチューブ、使用されたマルチウェルプ
レート、使用された試薬カセットなどが含まれてよい。一部の消耗品は自動分析装置内で
一回のみ使用されてその後除去される必要がある場合があるが、他の一部の消耗品は使い
切られるまで複数回使用されてその後で自動分析装置から除去される必要がある場合もあ
る。このような固体廃棄物の除去は固体廃棄物を廃棄物ビンの中に落下させることによっ
て実施される。
【００１１】
　本明細書で使用される「自動分析装置」という用語は、臨床分野、化学分野、生物学分
野、免疫学分野または製薬分野などの実験室における研究で使用される任意の種類の自動
デバイスまたは半自動デバイスを意味する。このような実験室デバイスには、とりわけ、
分析機器（臨床化学分析装置、ｃｏａｇｕｌａｔｉｏｎ　ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎａｌ
ｙｚｅｒ、免疫化学分析装置、尿分析装置など）、移動デバイス（コンベア、グリッパ、
磁気移送面（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｕｒｆａｃｅ）など）、保管ユニ
ット、液体処理ユニット（ピペット操作ユニットなど）、処理装置（試料調製デバイスな
ど）、ユーザインターフェース、混合ユニット（攪拌機、シェーカまたはアジテータなど
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）、焼戻し装置（ヒータ／クーラなど）、廃棄物ステーション（ｗａｓｔｅ　ｓｔａｔｉ
ｏｎ）、ａｌｉｑｕｏｔｅｒ、データ管理システム、または、ラボラトリ情報システム（
ＬＩＳ：ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）などのうちの
少なくとも１つが含まれてよい。
【００１２】
　本明細書で使用される「移送機構」という用語は、固体廃棄物を廃棄物ビンの中に移送
するのに適した任意の移送機構に関連する。移送機構がスライダを備える摺動機構を備え
る。移送機構はまた、固体廃棄物をその最後の使用の場所から摺動機構に移送するための
、グリッパまたはコンベアなどの他の移送デバイスを備えることができる。
【００１３】
　本明細書で使用される「摺動機構」という用語はスライダを備える機構に関連する。摺
動機構は、固体廃棄物を廃棄物ビンの中へ摺動させることを可能にする。摺動機構はその
端部に傾斜部分をさらに備える。傾斜部分は廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延長可能
であり、少なくとも部分的に可撓性である。したがって、固体廃棄物が傾斜部分上まで押
し込まれるとき、傾斜部分が下方に曲がり、固体廃棄物を傾斜部分の下方に位置する廃棄
物ビンの中に滑走させることを可能にする。
【００１４】
　「スライダ」という用語は、固体廃棄物を廃棄物ビンの方向に押し込むように構成され
たデバイスに関連する。
【００１５】
　本明細書で使用される「傾斜部分」という用語は摺動機構の端部分に関連する。傾斜部
分は少なくとも部分的に可撓性である。チップラックまたはマルチウェルプレートなどの
固体廃棄物がスライダにより傾斜部分上まで押し込まれるとき、傾斜部分が下方に曲がり
、固体廃棄物を傾斜部分の下方に位置する廃棄物ビンの中に滑走させることを可能にする
。
【００１６】
　本明細書で使用される「延長可能」という用語は、傾斜部分が廃棄物ビンの上に延びて
廃棄物ビンの中に入り込むことができることを意味する。したがって、傾斜部分は恒久的
にそのような延長位置にある必要はない。傾斜部分は、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中
に延びるわけではない位置と、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延びる位置との間で移
動することができる。固体廃棄物が廃棄物ビンの中へ落下させられる必要がないときまた
は空にするために廃棄物ビンが除去される必要があるときのいずれかの場合に、このよう
な位置をとることができる。固体廃棄物が廃棄物ビンの中に落下させられる必要がある場
合において傾斜部分上まで押し込まれると、傾斜部分が、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの
中に延びるわけではない位置から、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延びる位置まで、
移動することができる。この位置では、傾斜部分が下方に曲がり、固体廃棄物を廃棄物ビ
ンの中に滑走させることを可能にする。傾斜部分はまた、廃棄物ビンが充填されているか
どうかまたはさらなる固体廃棄物のためのスペースが廃棄物ビンの中に依然として存在す
るかどうかを検出するために、廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延びる位置をとること
ができる。したがって、一実施形態では、傾斜部分がビンの上に延びるとき、部分的に可
撓性である傾斜部分が曲線に沿って摺動し、それにより傾斜部分が、廃棄物ビンに接触す
ることなく、廃棄物ビンの上を移動して廃棄物ビンの中に入り込むことが可能となる。消
耗品が傾斜部分上まで押し込まれると、傾斜部分が前方に移動して曲がり、それにより消
耗品が廃棄物ビンの中に滑走することが可能となる。
【００１７】
　本明細書で使用される「少なくとも部分的に可撓性」という用語は傾斜部分の特性に関
連する。この特性は傾斜部分の材料に起因する。固体廃棄物が傾斜部分上に位置していな
い場合でも、廃棄物ビンの上方の位置から傾斜部分が廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に
延びることを可能にするような任意の材料が適している。このような材料には熱可塑性材
料が含まれてよく、非限定の具体的な例としては、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ：Ｐｏｌ
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ｙｏｘｙｍｅｔｈｙｌｅｎｅ）またはポリエチレン（ＰＥ：Ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ）
がある。
【００１８】
　本明細書で使用される「パーキング位置」という用語は移送機構に関連付けられた位置
に関連する。パーキング位置は、廃棄物ビンの近位側に位置するスライダの側にある。廃
棄物ビンまで移送されることになる固体廃棄物がパーキング位置上に配置される。
【００１９】
　本明細書で使用される「開口部」という用語は、廃棄物ビンが位置する側にある移送機
構内の開口部に関連し、移送機構は、固体廃棄物を傾斜部分まで押し込んでさらにこの開
口部を通るように移動させてさらに傾斜部分上を滑走させて廃棄物ビンの中に入れること
を可能にする。
【００２０】
　本明細書で使用される「近接」という用語は、移送機構内の開口部の場所に関連する。
移動機構は廃棄物ビンに近接する側において開いている必要があり、そうすることにより
、傾斜部分が廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延びることが可能となり、また、固体廃
棄物が傾斜部分に沿って下方へ滑走して廃棄物ビンの中に入ることができるようになる。
【００２１】
　本明細書で使用される「滑走」という用語は、傾斜部分上を移動するときの固体廃棄物
の移動に関連する。固体廃棄物が傾斜部分の端部に到達すると、固体廃棄物が廃棄物ビン
の中に落下するようになる。
【００２２】
　自動分析装置内で固体廃棄物を廃棄物ビンの中に落下させるこのような方法の利点は、
固体廃棄物が廃棄物ビン内でより良好に配分され得ることである。これにより廃棄物ビン
の収容能力が増大する。廃棄物ビンがより多くの固体廃棄物を受けることができるように
なると、廃棄物ビンを除去して空にすることが必要になるまでの時間が延びる。これは自
動分析装置の放置時間（ｗａｌｋ－ａｗａｙ　ｔｉｍｅ）に大きく影響する。分析装置が
継続的に動作するように設定されている場合、放置時間は、自動分析装置上に載置される
未使用の消耗品を使用するのに要する時間または廃棄物ビンを満杯にするのに要する時間
、あるいは、試薬を使い切るまでの時間によって決定される。自動分析装置が十分な量の
新しい未使用の消耗品および試薬を受けるように設計されている場合、廃棄物ビンを非効
率に充填することを原因として廃棄物ビンを空にすることが早期に要求されることになる
と、空の消耗品および試薬を載置するための収容能力によって元々設計された最大放置時
間が著しく損なわれる可能性がある。これは本発明による自動分析装置を用いることで回
避され得る。別の利点は、本発明の延長可能な傾斜部分が摺動機構に一体化されることで
、固体廃棄物が確実に廃棄物ビンの中に押し込まれるようになることである。
【００２３】
　一実施形態では、固体廃棄物がパーキング位置に載置される。スライダが、開口部の近
位側に位置する側の反対の、固体廃棄物の側に配置されている。特定の一実施形態では、
スライダがコンベアベルトに取り付けられ、所定の端部位置に向かう水平移動を実行する
。したがって、スライダはコンベアベルトによって移動させられる。より具体的な実施形
態では、端部位置は移送機構の開口部により接近するかまたは移送機構の開口部のところ
にある。
【００２４】
　一実施形態では、傾斜部分がコンベアベルトに結合される。特定の実施形態では、傾斜
部分の移動がスライダの移動と同時に行われる。より具体的な実施形態では、傾斜部分が
曲線に沿って移動し、それによりシャフトが、延びた傾斜部分の下方に位置する廃棄物ビ
ンの中へ移動することが可能となる。
【００２５】
　特定の一実施形態では、廃棄物ビンが廃棄物ドロワ内に位置する。オペレータが廃棄物
ドロワを開けて廃棄物ビンを追加または除去することができる。本発明の傾斜部分は非接
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触で廃棄物ビンの中まで移動したり廃棄物の外へ出たりすることから、廃棄物ドロワに追
加の重量が発生することはない。これにより廃棄物ドロワを開けたり閉じたりすることが
より容易になり、廃棄物ドロワの摩耗が軽減される。本明細書で使用される「非接触」と
いう用語は、延長可能な傾斜部分が廃棄物ビンに接触することなく廃棄物ビンの中まで移
動したり廃棄物ビンの外へ出たりすることを意味するものとして理解されたい。
【００２６】
　特定の一実施形態では、本明細書で説明される方法の固体廃棄物容器が固体廃棄物バッ
グ（ｓｏｌｉｄ　ｗａｓｔｅ　ｂａｇ）を備える。一実施形態では、固体廃棄物容器が２
つ以上の固体廃棄物バッグを備える。さらなる利点は、本発明により固体廃棄物の運動エ
ネルギーおよび位置エネルギーが低減され、それにより固体廃棄物バッグの応力が低減さ
れ、固体廃棄物バッグに穴があくことが起こりにくくなることである。さらに、本明細書
で説明される傾斜部分は、チップラックなどの、ピペットチップを保持する消耗品を廃棄
物ビンの中まで案内することから、チップが容器から外へ落下することが著しく低減され
、その結果、耐穴あき性（ｐｅｒｆｏｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）に関する固
体廃棄物バッグに対しての要求が軽減される。
【００２７】
　一実施形態では、上記延長可能な傾斜部分が、摺動経路に沿って詰まった固体廃棄物を
検出するための触覚センサとして構成される。
【００２８】
　本明細書で使用される「触覚センサ」という用語は、固体アイテムに触れることにより
固体アイテムを感知するための傾斜部分の能力に関連する。したがって、傾斜部分は、何
かしらの固体（すなわち、固体廃棄物）に触れているかどうかを感知することにより廃棄
物ビンの充填レベルを検出することができる。傾斜部分が固体廃棄物に触れている場合、
これは廃棄物ビンがある一定の充填レベルにあることを意味する。傾斜部分が固体に一切
触れていない場合、これは廃棄物ビン内にさらなる固体廃棄物のための十分なスペースが
依然として存在することを意味する。また、触覚センサは詰まった固体廃棄物を検出する
ことを可能にする。
【００２９】
　本明細書で使用される「詰まった固体廃棄物」という用語は、廃棄物ビン内で動かなく
なってしまい、廃棄物ビン内に依然としてスペースが存在していても廃棄物ビンがさらな
る固体廃棄物を受けるのを妨げてしまうような、例えば特定の実施形態では消耗品である
、固体廃棄物に関連する。一実施形態では、詰まった固体廃棄物のために、落下した固体
廃棄物によって乱雑な積重ねが形成される可能性がある。例えば、チップラックは廃棄物
ビン内に落下するときに積重ねを形成する可能性がある。このような積重ねは廃棄物ビン
の頂端部に到達するまで積み上げられる可能性がある。移送機構が遮断されて追加の固体
廃棄物が廃棄物ビンの中へ滑走することが妨げられることから、廃棄物ビンがさらなる固
体廃棄物を受けることができなくなる。
【００３０】
　本明細書で使用される「摺動経路」という用語は、廃棄物ビンの中へ移送されるときに
固体廃棄物がとる経路に関連する。したがって、摺動経路とは摺動機構の経路を表すもの
である。
【００３１】
　本明細書で使用される「詰まった固体廃棄物の検出」という用語は、傾斜部分が詰まっ
た固体廃棄物に触れたときこのことが信号に変換されて自動分析装置に提供される、こと
を意味するものとして理解されたい。
【００３２】
　特定の実施形態では、上記延長可能な傾斜部分が、廃棄物ビン内部の積重ねの頂部の上
に存在する固体廃棄物を廃棄物ビン内部の別の場所まで移動させるように構成される。こ
れにより固体廃棄物がより良好に配分されることになる。
【００３３】
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　上で言及したように、固体廃棄物が廃棄物ビン内で積重ねを積み上げる可能性があるこ
とが観察された。このような積上げは詰まった固体廃棄物とも称される。積重ねの頂部の
上に存在する固体廃棄物は延長可能な傾斜部分によって移動させられ得る。固体廃棄物は
移動させられるときに廃棄物ビンの依然として空である別の場所まで移動させられる。こ
れにより廃棄物ビン内で固体廃棄物がより良好に配分されることになる。ビン内の固体廃
棄物が廃棄物ビンの上側端部に到達して廃棄物ビンがオペレータによって除去されて空に
されることが必要となるまで、さらなる固体廃棄物が廃棄物ビンの中に充填され得る。
【００３４】
　特定の一実施形態では、延長可能な傾斜部分が詰まった固体廃棄物を検出するように構
成される。より具体的な実施形態では、延長可能な傾斜部分が、廃棄物ビン内の別の場所
まで移動させられ得ない詰まった固体廃棄物を検出するように構成される。これにより廃
棄物ビン内で固体廃棄物をより良好に配分することが可能となる。
【００３５】
　さらに具体的な実施形態では、自動分析装置が、上記傾斜部分に機能的に結合され廃棄
物ビン内部の積み重ねられた固体廃棄物の高さを監視するように構成されたセンサシステ
ムをさらに備える。
【００３６】
　延長可能な傾斜部分は光学センサより高い信頼性で固体廃棄物の高さを検出することが
できる。これは傾斜部分が固体廃棄物の落下ゾーンに沿って摺動することが理由であり、
それにより積み重ねられるいかなる固体廃棄物も検出されるようになる。
【００３７】
　一実施形態では、廃棄物ビン内での固体廃棄物の高さを検出するためのセンサシステム
が、傾斜部分駆動装置のモータ電流の検出を含む。
【００３８】
　別の特定の実施形態では、上記自動分析装置がコンピュータ制御装置およびスクリーン
を備え、ここでは、上記コンピュータ制御装置が、積重ねの頂部の上の固体廃棄物が廃棄
物ビン内の別の場所まで移動させられ得ない場合に警告メッセージを発するように構成さ
れる。
【００３９】
　本明細書で使用される「コンピュータ制御装置」という用語は、自動分析装置に関連付
けられた、または自動分析装置を備えるシステムに関連付けられたコンピュータ制御装置
に関連する。
【００４０】
　本明細書で使用される「警告メッセージ」という用語は、コンピュータ制御装置により
スクリーン上に表示されるメッセージ、あるいは、廃棄物ビンを空にする必要があること
をオペレータに警告するために起動されるインジケータ（例えば、光メッセージもしくは
視覚メッセージ（ｖｉｓｕａｌ　ｍｅｓｓａｇｅ）、または、ボイスメッセージ）に関連
する。
【００４１】
　一実施形態では、警告メッセージがスクリーン上に表示される。本明細書で使用される
「スクリーン」という用語は自動分析装置上に設置されるスクリーンに関連する。このよ
うなスクリーンは当技術分野でよく知られており、分析装置の状態に関連する様々な種類
の情報を表示することができる。
【００４２】
　一実施形態では、移動可能な蓋がコンベアベルトに取り付けられ、スライダの位置に応
じてパーキング位置を開くかまたは閉じる。
【００４３】
　本発明はまた、廃棄物ビンを備える自動分析装置に関し、上記廃棄物ビンが固体廃棄物
を受けるように構成される。分析装置が、固体廃棄物を廃棄物ビンまで移送するための移
送機構を備える。移送機構がスライダを備える摺動機構を備える。スライダが固体廃棄物
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を廃棄物ビンの中に押し込むように構成される。摺動機構がその端部に傾斜部分をさらに
備え、ここでは、上記傾斜部分が廃棄物ビンの上で廃棄物ビンの中に延長可能であり、少
なくとも部分的に可撓性である。
【００４４】
　このような自動分析装置の利点は、固体廃棄物が廃棄物ビン内でより良好に配分され得
ることである。これにより廃棄物ビンの収容能力が増大する。廃棄物ビンがより多くの固
体廃棄物を受けることができるようになると、廃棄物ビンを除去して空にすることが必要
になるまでの時間が延びる。これは自動分析装置の放置時間に大きく影響する。分析装置
が継続的に動作するように設定されている場合、放置時間は、自動分析装置上に載置され
る未使用の消耗品を使用するのに要する時間または廃棄物ビンを満杯にするのに要する時
間、あるいは、試薬を使い切るまでの時間によって決定される。自動分析装置が十分な量
の新しい未使用の消耗品および試薬を受けるように設計されている場合、廃棄物ビンを非
効率に充填することを原因として廃棄物ビンを空にすることが早期に要求されることにな
ると、空の消耗品および試薬を載置するための収容能力によって元々設計された最大放置
時間が著しく損なわれる可能性がある。これは本発明による自動分析装置を用いることで
回避され得る。
【００４５】
　特定の一実施形態では、固体廃棄物容器が少なくとも１つの個体廃棄物バッグを備える
。さらなる利点は、本発明により固体廃棄物の運動エネルギーおよび位置エネルギーが低
減され、それにより固体廃棄物バッグの応力が低減され、固体廃棄物バッグに穴があくこ
とが起こりにくくなることである。さらに、本明細書で説明される傾斜部分は、チップラ
ックなどの、ピペットチップを保持する消耗品を廃棄物ビンの中まで案内することから、
チップが容器から外へ落下することが著しく低減され、その結果、耐穴あき性に関する廃
棄物バッグに対しての要求が軽減される。
【００４６】
　特定の一実施形態では、廃棄物ビンが廃棄物ドロワ内に位置する。オペレータが廃棄物
ドロワを開けて廃棄物ビンを追加または除去することができる。本発明の傾斜部分は非接
触で廃棄物ビンの中まで移動したり廃棄物の外へ出たりすることから、廃棄物ドロワに追
加の重量が発生することはない。これにより廃棄物ドロワを開けたり閉じたりすることが
より容易になり、廃棄物ドロワの摩耗が軽減される。本明細書で使用される「非接触」と
いう用語は、延長可能な傾斜部分が廃棄物ビンに接触することなく廃棄物ビンの中まで移
動したり廃棄物ビンの外へ出たりすることを意味するものとして理解されたい。
【００４７】
　一実施形態では、上記延長可能な傾斜部分が、摺動経路に沿って詰まった固体廃棄物を
検出するための触覚センサとして構成される。
【００４８】
　特定の一実施形態では、自動分析装置が、上記傾斜部分に機能的に結合され廃棄物ビン
内部の積み重ねられた固体廃棄物の高さを監視するように構成されたセンサシステムをさ
らに備える。
【００４９】
　延長可能な傾斜部分は光学センサより高い信頼性で固体廃棄物の高さを検出することが
できる。これは傾斜部分が固体廃棄物の落下ゾーンに沿って摺動することが理由であり、
それにより積み重ねられるいかなる固体廃棄物も検出されるようになる。
【００５０】
　一実施形態では、廃棄物ビン内での固体廃棄物の高さを検出するためのセンサシステム
が、傾斜部分駆動装置のモータ電流の検出を含む。
【００５１】
　特定の実施形態では、上記延長可能な傾斜部分が、廃棄物ビン内部の積重ねの頂部の上
に存在する固体廃棄物を廃棄物ビン内部の別の場所まで移動させるように構成される。こ
れにより固体廃棄物がより良好に配分されることになる。
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【００５２】
　上で言及したように、固体廃棄物が廃棄物ビン内で積重ねを積み上げる可能性があるこ
とが観察された。このような積上げは詰まった固体廃棄物とも称される。積重ねの頂部の
上に存在する固体廃棄物は延長可能な傾斜部分によって移動させられ得る。固体廃棄物は
移動させられるときに廃棄物ビンの依然として空である別の場所まで移動させられる。こ
れにより廃棄物ビン内で固体廃棄物がより良好に配分されることになる。ビン内の固体廃
棄物が廃棄物ビンの上側端部に到達して廃棄物ビンがオペレータによって除去されて空に
されることが必要となるまで、さらなる固体廃棄物が廃棄物ビンの中に充填され得る。
【００５３】
　特定の一実施形態では、延長可能な傾斜部分が詰まった固体廃棄物を検出するように構
成される。より具体的な実施形態では、延長可能な傾斜部分が、廃棄物ビン内の別の場所
まで移動させられ得ない詰まった固体廃棄物を検出するように構成される。これにより廃
棄物ビン内で固体廃棄物をより良好に配分することが可能となる。
【００５４】
　一実施形態では、上記固体廃棄物には消耗品が含まれる。特定の実施形態では、消耗品
には、チップラック、マルチウェルプレート、試薬容器のうちの少なくとも１つが含まれ
る。
【００５５】
　一実施形態では、自動分析装置が、コンベアベルトに取り付けられ、スライダの位置に
応じてパーキング位置を開くかまたは閉じるように構成された移動可能な蓋を備える。
【００５６】
　本発明の自動分析装置の別の実施形態は本発明の方法で説明したものと同様である。
【００５７】
　本発明はまた、本明細書で説明される自動分析装置と、コンピュータ制御装置とを備え
るシステムに関する。コンピュータ制御装置が、固体廃棄物を廃棄物ビンの中に押し込む
ように、および積重ねの上に固体廃棄物が存在するかどうかを感知するように、および上
記固体廃棄物を廃棄物ビンの別の場所まで押し込むように、構成される。コンピュータ制
御装置が、積重ねの上にある固体廃棄物が廃棄物ビン内の別の場所まで移動させられ得な
い場合にスクリーンに警告メッセージを発するようにさらに構成される。自動分析装置の
具体的な実施形態またはコンピュータ制御装置によって制御されるプロセスの具体的な実
施形態は、本発明の自動分析装置またはプロセスで説明したものと同様である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】固体廃棄物を廃棄物ビンの中に移送するための例示の移送機構を示す図である。
【図２】延びた傾斜部分を備える移送機構を示す図である。
【図３ａ】廃棄物ビンの中に固体廃棄物を充填する様々な段階を示す図である。
【図３ｂ】廃棄物ビンの中に固体廃棄物を充填する様々な段階を示す図である。
【図３ｃ】廃棄物ビンの中に固体廃棄物を充填する様々な段階を示す図である。
【図４】本発明のシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　本発明の方法を含む、自動分析装置から固体廃棄物を除去するための例示の方法を以下
で説明する。
【００６０】
　マルチウェルプレート、ディープウェルプレート、チップラックなどの消耗品がそれら
の使用時に自動分析装置内で保持される。消耗品を廃棄する準備が整うと、予測される消
耗品のための廃棄手順を開始するための命令が与えられる。
【００６１】
　コンベアまたはグリッパなどの移送システムが、上記固体廃棄物を廃棄物ビンまで移送
するための移送機構のパーキング位置まで消耗品を移送する。センサが消耗品の存在を検
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出し、固体廃棄物を廃棄物ビンの中へ落下させるための方法を開始する。廃棄物ビンの方
を向く移送機構の開口部の反対の消耗品の側のところに配置されてコンベアに取り付けら
れるスライダが、所定の端部位置に向かう水平移動を実行する。スライダにより消耗品が
コンベアに沿って押し込まれるとき、移送機構の開口部の近位側に位置するコンベアの端
部のところでコンベアに結合される延長可能で部分的に可撓性の傾斜部分がスライダと同
時に移動する。スライダの端部位置の下方に、固体廃棄物ビンが位置する。部分的に可撓
性の傾斜部分が曲線に沿って摺動し、それにより傾斜部分が、廃棄物ビンに接触すること
なく、廃棄物ビンの上を移動して廃棄物ビンの中に入り込むことが可能となる。消耗品が
傾斜部分上まで押し込まれると、傾斜部分が前方に移動して曲がり、それにより消耗品が
廃棄物ビンの中に滑走することが可能となる。
【００６２】
　傾斜部分が固体廃棄物の乱雑に形成される積重ねに衝突する場合、傾斜部分の移動を制
御するソフトウェアにより、傾斜部分の力を検出してその力を特定の調整された力とする
ように調整することが可能となる。傾斜部分が移動可能な消耗品に衝突する場合、力が調
整時の力未満に留まり、傾斜部分がその移動を継続し、それにより、傾斜部分に衝突して
ガタツキのある（ｌｏｏｓｅ）消耗品が変位される。遮断する消耗品に対して傾斜部分が
衝突する場合（つまり、廃棄物ビンが満杯である場合）、検出される力が調整時の力を超
える。消耗品が変位され得ないことで、傾斜部分の移動が中断される。その場合、傾斜部
分の移動を制御するソフトウェアを備える制御ユニットが、これを、固体廃棄物の積重ね
が遮断されるのを検出したものとして記録する。このようにして、傾斜部分が触覚センサ
として機能することができる。
【００６３】
　図１が移送機構（１）を示す。移送機構（１）がパーキング位置（６）を備える。グリ
ッパ（１０）が固体廃棄物（２）をパーキング位置に載置することができる。固体廃棄物
（２）をパーキング位置（６）に載置するのに例えばコンベアなどの他の機構も考えられ
得る。コンベアがモータ（１５）によって駆動される。
【００６４】
　移送機構（１）が摺動機構（３）を備える。摺動機構（３）がスライダ（４）を備える
。スライダ（４）が、傾斜部分（５）と、移送機構（１）の開口部（７）とを基準として
、遠位側に位置する。次いで、スライダ（４）がこの位置から固体廃棄物（２）を延長可
能な傾斜部分（５）上まで前方に押し込むことができる。一実施形態では、スライダがコ
ンベアベルト（８）に取り付けられる。一実施形態では、傾斜部分（５）がコンベアベル
ト（８）に接続される。一実施形態では、スライダ（４）および延長可能な傾斜部分（５
）がコンベアベルト（８）に接続される。開口部（７）が、移送機構（１）内において、
廃棄物ビン（１２）の近位側に位置する移送機構（１）の側に存在する。さらに、一実施
形態では、移送機構（１）がクロージャまたは蓋（９）を備える。蓋がコンベアベルトに
取り付けられる。したがって、蓋およびスライダの移動は同時に行われる。スライダが固
体廃棄物をビンまで移動させるとき、蓋がパーキング位置の下方を移動する。これにより
汚染が発生するのを防止ことが可能となり、またはエアゾールの分散が防止される。
【００６５】
　固体廃棄物（２）が傾斜部分（５）上まで押し込まれると、傾斜部分（５）が廃棄物ビ
ンの中まで延び、それにより固体廃棄物（２）を廃棄物ビンの中まで滑走させることを可
能にする。これが図２に示される。図２ではスライダ（４）が移送機構（１）の開口部（
７）まで移動していることを認識されたい。
【００６６】
　図３が例示の自動分析装置（１１）の一部分の断面を示す。廃棄物ビン（１２）が示さ
れており、廃棄物ビン（１２）の中へ滑走する前に固体廃棄物（２）が延長可能な傾斜部
分（５）上に着座している。廃棄物バッグ（１４）が廃棄物ビン（１２）内に配置されて
いる。図３ｂでは、固体廃棄物（２）が既に廃棄物ビン（１２）内に存在する。延長可能
な傾斜部分（５）が延長状態であり、廃棄物ビン（１２）の中まで延びている。図３ｃが
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固体廃棄物の積重ね（１３ａ）および（１３ｂ）を示す。延長可能な傾斜部分（５）が積
重ね（１３ａ）に衝突するまで移動する。積重ね（１３ａ）が遮断する積重ねである場合
、延長可能な傾斜部分（５）の移動を制御する制御ユニットが、延長可能な傾斜部分（５
）が積重ね（１３ａ）の位置を越えて移動することができないことを記録する。
【００６７】
　図４が、分析装置（１１）と、コンピュータ制御装置（１７）とを備えるシステム（１
６）を示す。図４ａでは、コンピュータ制御装置（１７）が自動分析装置（１１）の内部
に位置する。図４ｂでは、システム（１６）のコンピュータ制御装置（１７）が自動分析
装置（１１）の外側に位置する。一実施形態では、分析装置（１１）は本明細書で説明さ
れる通りである。本明細書で説明したように、コンピュータ制御装置（１７）が、固体廃
棄物（２）を廃棄物ビン（１２）の中まで押し込むように、および積重ね（１３）の頂部
の上に固体廃棄物（２）が存在するかどうかを感知するように、および上記固体廃棄物（
２）を廃棄物ビン（１２）の別の場所まで押し込むように、構成される。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図３ｃ】 【図４】
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